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動 物 

調 査 

調査内容 

工事中の建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、供用後の施設の存

在、施設の稼働、廃棄物運搬車両等の走行に伴う動物への影響を予測・評価するための調

査内容は、以下に示すとおりである。 

動物に係る現地調査の内容は表 4.7-1 に、現地調査地点の一覧は表 4.7-2 に示すとお

りである。また、現地調査地点は図 4.7-1 に示すとおりである。 

 

 動物相の状況 

・生息種及び動物相の特徴 

 

 保全すべき種の状況 

・保全すべき種の生息域及び個体数 

・生息環境 

 

表 4.7-1 現地調査の内容注） 

調査内容・調査対象 調査方法 調査地域・地点 調査期間・頻度

動
物
相
の
状
況
、
保
全
す
べ
き
種
の
状
況 

哺乳類 

直接観察法 

フィールドサイン法 

無人撮影法 

調査地域は、計画地及びそ
の周辺 200m の範囲とする。 
無人撮影装置は、哺乳類の
利用が想定される任意の３
地点に設置する。 

４季各１回 

（春季・夏季・秋

季・冬季） 

鳥類 

鳥類全般 

(猛禽類を

除く) 

任意観察法 
調査地域は、計画地及びそ
の周辺 200m の範囲とする。 

ラインセンサスは主に計画

地と周辺を通る１ルート、

定点観察は、調査地域を見

渡せる２地点とする。 

なお、猛禽類の繁殖が想定

される場合は、その範囲を

対象に林内踏査を行う。 

５季各１回 

（春季・繁殖期・

夏季・秋季・冬季）

ラインセンサス法 

定点観察法 

猛禽類 定点観察法 
１月～７月の毎

月２日連続 

両生類・爬虫類 直接観察法 
調査地域は、計画地及びそ
の周辺 200m の範囲とする。 

４季各１回 

（早春季・春季・

夏季・秋季） 

魚類 
直接観察法 

捕獲調査法 
調査地域は、計画地及びそ
の周辺 200m の範囲の水域
とする。 

２季各１回 

（春季・夏季） 
底生動物 

直接観察法 

任意採集法 

昆虫類 
直接観察法 

任意採集法 

調査地域は、計画地及びそ
の周辺 200m の範囲とする。 

４季各１回 

（春季・初夏季・

夏季・秋季） 

注）計画地の位置する埼玉県環境整備センター内の樹林地等では、調査を含めた動物・植物の採集が禁止されて

いる現状を踏まえ、哺乳類や昆虫類のトラップ法や底生動物の定量採集法による調査は行わない予定である。 
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表 4.7-2 現地調査地点の一覧 

調査対象 調査地点名 選定理由 

鳥類 

鳥類全般 
（猛禽類
を除く） 

BL1 鳥類ラインセンサスルート 

計画地及びその周辺において代表
的な環境である緑地における鳥類
相が把握できるルートとして選定
する。 

BP1～2 鳥類定点調査地点 

計画地及びその周辺において計画
地内の緑地を見渡せる地点として
選定する。 

猛禽類 R1～R3 注） 猛禽類定点調査地点 
計画地及びその周辺において調査
地域を広く見渡せる地点として選
定する。 

注）猛禽類定点調査地点は、R1～R3の３地点のうち、猛禽類の出現状況等に応じて任意の２地点で調査を行う。 
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図 4.7-1 動物の調査地域・地点（現地調査）  
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予 測 

予測内容 

工事中の建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、供用後の施設の存

在、施設の稼働、廃棄物運搬車両等の走行に伴う動物への影響を予測するための内容は、

表 4.7-3 に示すとおりである。 

 
表 4.7-3 予測の内容 

予測内容 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期 

工

事

中 

建設機械の稼働に伴う

動物への影響 
現地調査結果に工事

計画を考慮し、保全

すべき種の生息環境

の変化の程度につい

て類似事例又は既存

知見を参考に定性的

に予測を行う。 

予測地域は、現地調

査と同様とする。 

計画施設建替工事、

既存施設解体工事及

び計画施設増設工事

の期間において、保

全すべき種の生息環

境への影響が 大と

考えられる時期とす

る。 

資材運搬等の車両の走

行に伴う動物への影響 

造成等の工事に伴う動

物への影響 

供

用

後 

施設の存在に伴う動物

への影響 

現地調査結果に事業

計画を考慮し、保全

すべき種の生息環境

の変化の程度につい

て類似事例又は既存

知見を参考に定性的

に予測を行う。 

予測地域は、現地調

査と同様とする。 

計画施設の供用後

（計画施設増設工事

の完了後）において、

保全すべき種の生息

環境への影響を的確

に把握できる時期と

する。 

施設の稼働に伴う動物

への影響 

廃棄物運搬車両等の走

行に伴う動物への影響 
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評 価 

評価方法 

動物への影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減さ

れているかどうかを明らかにするとともに、国、県又は市町村の動物の保全に係る計画、

指針等により定めた基準、目標等と予測結果との間に整合が図られているかどうかを明

らかにする。 

 

環境の保全に関する配慮方針 

動物に係る環境の保全に関する配慮方針は、表 4.7-4 に示すとおりである。 

 

表 4.7-4 環境の保全に関する配慮方針 

区分 環境の保全に関する配慮方針 

工

事

中 

・建設機械の稼働に伴う動

物への影響 

・資材運搬等の車両の走行

に伴う動物への影響 

・造成等の工事に伴う動物

への影響 

・建設機械は、排出ガス対策型、低騒音・低振動型の使用に努め

る。 

・建設機械のアイドリングストップを周知・徹底する。 

・建設機械の集中稼働をしないような工事計画とするよう努め

る。 

・建設機械の整備・点検を適切に実施する。 

・資材運搬等の車両は、排出ガス規制適合車を使用する。 

・資材運搬等の車両のアイドリングストップを周知・徹底する。

・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計

画的かつ効率的な運行管理に努める。 

・沈砂槽を設置し、土粒子を沈殿させた後、上澄み水を計画地外

に放流する。 

供

用

後 

・施設の存在に伴う動物へ

の影響 

・施設の稼働に伴う動物へ

の影響 

・廃棄物運搬車両等の走行

に伴う動物への影響 

・適切な排出ガス処理設備を設置する。 

・排出される排出物の基準値を設定し、測定管理を実施する。 

・発生源となる設備、ストックヤード等は建物で遮蔽し、騒音の

施設外部への伝搬を防止する。 

・騒音の目標値を設定し、測定管理を実施する。 

・設備の点検・整備を適切に実施する。 

・廃棄物運搬車両等は、 新の排出ガス規制適合車、低公害車の

使用に努める。 

・廃棄物運搬車両等のアイドリングストップを周知・徹底する。

・廃棄物の搬入及び再資源化物の搬出にあたり、搬出入が一時的

に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理に努める。 

・廃棄物運搬車両等の整備・点検を適切に実施する。 

 

 

  


